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こ
こ
に
紹
介
す
る
「
琉
球
人
来
聘
控
」（
所
蔵
：
福
岡
県
立
育
徳
館
高
等
学
校
錦
陵

同
窓
会
、
寄
託
：
み
や
こ
町
歴
史
民
俗
博
物
館
）
は
、
小
倉
藩
の
小
笠
原
文
庫（

1
）（
福

岡
県
指
定
有
形
文
化
財
）
に
含
ま
れ
る
史
料
で
あ
る
。

「
琉
球
人
来
聘
控
」
と
い
う
全
五
二
丁
か
ら
な
る
竪
帳
は
、
寛
政
八
（
一
七
九
六
）

年
に
江
戸
に
上
る
琉
球
使
節（

2
）に
対
し
、
大
坂
～
伏
見
間
で
大
名
が
川
御
座
船
を
提

供
し
た
一
件（

3
）に
関
わ
る
記
録
で
あ
る
。
当
史
料
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
北
九
州
大

学
古
文
書
研
究
会
編
『
琉
球
人
来
聘
控
』（

4
）（
以
下
、『
控
』）
に
て
翻
刻
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、『
控
』
を
も
っ
て
し
て
も
な
お
十
分
な
利
用
環
境
に
あ
る
と
は
い
い
が
た
い

の
も
事
実
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、『
控
』
に
つ
い
て
は
配
架
状
況
も
さ
る
こ
と
な
が

ら（
5
）、
若
干
の
翻
刻
の
誤
り
に
加
え
、
そ
も
そ
も
の
記
録
主
体
が
誤
っ
て
理
解
さ
れ

て
お
り
、
利
用
を
難
し
く
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ
に
再
翻
刻
に
解
説
を
加
え
て
紹
介
し
よ

う
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

さ
て
「
琉
球
人
来
聘
控
」
を
再
校
訂
し
た
結
果
、
本
史
料
は
小
笠
原
文
庫
に
含
ま
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
笠
原
氏
で
な
く（

6
）萩
藩
毛
利
氏
が
寛
政
八
年
に
御
座

船
を
提
供
し
た
記
録
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
更
に
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
史
料
が

小
笠
原
家
に
伝
来
し
た
こ
と
自
体
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
『
控
』
を
底
本
に
、
適
宜
原
本
で
校
合
し
な
が
ら
「
琉
球
人
来
聘
控
」
の

翻
刻
を
行
う
。
加
え
て
、
毛
利
氏
の
記
録
で
あ
る
と
の
新
知
見
を
も
と
に
、
若
干
の
解

説
を
試
み
た
い
。

凡
例

＊
丁
に
つ
い
て
は
、〈
〉
で
漢
数
字
に
オ
（
表
）・
ウ
（
裏
）
を
加
え
て
示
し
た
。

＊
翻
刻
に
当
た
っ
て
は
原
本
を
尊
重
し
、
旧
字
・
異
体
字
は
こ
れ
を
反
映
さ
せ
る
こ
と

に
努
め
た
。

＊
付
札
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
ま
か
な
位
置
に

を
付
し
、
上
書
は
箇
条
書
な
ど
の
末

尾
に
「
」
で
示
し
た
。
張
紙
・
挿
紙
に
つ
い
て
は
、

で
表
し
た
。
校
合
に

当
た
っ
て
の
補
注
な
ど
に
つ
い
て
は
、（
）
で
表
し
た
。

＊
虫
喰
な
ど
に
よ
る
判
読
不
明
箇
所
は
、
不
明
字
数
が
分
か
る
場
合
は
□
で
表
し
、
分

か
ら
な
い
場
合
は
…
で
表
し
た
。

小
笠
原
文
庫
蔵
「
琉
球
人
来
聘
控
」
を
め
ぐ
っ
て

木
土

博
成
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翻
刻

〈
表
紙
〉二

二（
7
）

寛
政
八
辰
年

琉
球
人
来
聘
控

年
号
松（

毛

利

斉

房

）

平
大
膳
大
夫
様
川
御
座
舩
被

出
候
節
之
御
例
写
置

〈
一
オ
〉

（
異
筆
「
明
治
二
十
二
年
整
理
同
三
十
四
年
重
テ
整
理
」
の
付
札
あ
り
）

一
、
琉
球
人
御
馳
走
舩
之
儀
被
仰
渡
候
事
、

七
月
朔
日
町
御
奉
行
山
口
丹（
直
清
）

波
守
様
御
役
所

御
用
有
之
候
条
来
三
日
罷
出
候
様
川
方

与
力
服
部
平
左
衛
門
・
成
瀬
正
兵
衛
・
近
藤

三
右
衛
門
・
工
藤
次
郎
左
衛
門
・
関
根
庄
蔵
・
由
比

可
兵
衛
ゟ
申
来
候
ニ
付
村
上
九
郎
右
衛
門
罷
出
候
処
、

〈
一
ウ
〉

細
川
様
御
留
守
居
萱
野
尚
太
郎
殿
・
松
浦
様

御
留
守
居
大
村
五
兵
衛
殿
も
一
同
ニ
被
罷
出

丹
波
守
様
御
相
對
ニ
而
被
仰
渡
候
者
、
今
般

琉
球
人
参
府
右
御
三
方
川
御
座
舩

壱
艘
宛
大
坂
川
口
ゟ
伏
見
迠
往
来
共

被
差
出
候
様
ニ
と
江
戸
ゟ
被
仰
越
候
、
委
細
者

〈
二
オ
〉

川
口
御
舩
奉
行
朽
木
修（

栄
綱
）理
様
承
合
候

様
ニ
と
の
御
事
ニ
付
、
御
請
仕
退
出
直
様
御

三
方
と
も
修
理
様
御
役
所
へ
罷
出
右
被
仰

渡
之
趣
申
届
候
、
御
届
一
通
り
之
儀
ニ
付

申
置
候
事
、

但
御
三
方
一
同
ニ
川
口
用
人
岡
田
八
十
八
江

〈
二
ウ
〉

申
入
候
者
、
琉
球
人
御
掛
り
之
御
家
老
其
外

御
名
前
承
度
段
申
述
候
處
、
下
役

之
者
共
相
決
不
申
段
申
之
候
ニ
付
、
左

様
ニ
候
得
者
相
知
次
第
三
家
之
内

い
つ
れ
へ
成
共
御
知
せ
被
下
候
様
頼
置
引

取
候
事
、

一
、
御
留
守
居
寄
合
之
事

〈
三
オ
〉

右
七
月
五
日
細
川
様
御
留
守
居
萱
野

尚
太
郎
殿
方
へ
松
浦
様
御
留
守
居
大
村

五
兵
衛
殿
・
此
御
方
添
役
村
上
九
郎
右
衛
門
罷
越
、

琉
人
一
件
御
三
方
御
一
統
ニ
無
之
候
而
者

不
相
成
義
ニ
付
諸
事
宝
暦
年
之

趣
を
以
尚
又
作
略
相
成
申
談
候
事
、

〈
三
ウ
〉

御
三
方
申
合
之
覚（

8
）

一（
①
）、
舩
中
小
目
附
役
川
口
ニ
而
御
見
分
之
節
袷

上
下
御
舩
頭
羽
織
袴
着
用
之
事
、
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一（
②
）、
大
坂
川
口
ゟ
伏
見
迠
往
来
共
小
目
付
役
麻
上
下

御
舩
頭
羽
織
踏
込
着
用
之
事
、

一（
③
）、
今
般
琉
人
御
用
懸
り
之
川
口
御
家
老
御
用
人

〈
四
オ
〉

與
力
江
御
舩
頭
役
言
廻
之
事
、

「
…
受（
ヵ
）也

…
仰
付
候
」

一（
④
）、
御
舩
頭
役
申
談
寄
會
一
順
宛
連
々
相
勤
候
事
、

一（
⑤
）、
薩
州
様
御
舩
頭
役
江
為
挨
拶
序
ニ
御
舩
頭
役

罷
越
候
事
、
琉
人
御
用
相
濟
候
節
も
同
様
之
事
、

「
…
越
ス
」

一（
⑥
）、
幟
四
本
并
引
人
足
数
書
油
紙
四
枚
船
頭
役

持
参
い
た
さ
せ
候
事
、
尤
麻
上
下
着
用
之
事
、

「（
付
札
墨
な
し
）」

〈
四
ウ
〉一（

⑦
）、
舩
用
意
相
済
候
ハ
ヽ
御
舩
奉
行
へ
罷
出
其
段

御
届
仕
下
見
分
被
仰
付
候
哉
相
伺
候
事
、

但
下
見
分
之
義
當
日
御
役
方
ニ
而
御
手

数
迠
ニ
て
相
濟
候
様
御
頼
懸
可
被
成

候
事
、

「
…
同
所
ニ
」

一（
⑧
）、
用
意
相
済
候
趣
御
三
方
共
ニ
知
せ
合
相
濟
候
上
ニ
而

〈
五
オ
〉

一
同
ニ
届
可
申
事
、

一（
⑨
）、
此
節
見
分
之
人
数
知
せ
給
り
候
様
御
用
人
江

可
申
述
候
事
、
下
見
分
別
日
ニ
此
方
へ
入
来
之
事

ニ
候
ハ
ヽ
入
来
之
人
数
を
も
尋
可
申
事
、

「
此
度
ハ
町
御
奉
行
所
ニ
而
東
ハ
瀬
田
藤
四
郎
西
ハ
鳴
瀬
九
郎
左
衛
門

御
用
懸
り
ニ
付
右
両
人
へ
申
談
候
事
、
尤
此
度
ハ
御
家
老
御
用
人
ハ

御
用
懸
り
ハ
不
被
仰
付
候
」

一（
⑩
）、
御
見
分
前
御
舩
寸
尺
御
舩
餝
附
舩
等
之
書
付

〈
五
ウ
〉

三
ケ
所
御
舩
頭
一
同
ニ
持
参
致
候
事
、
尤
麻
上
下

着
用
之
事
、

一（
⑪
）、
下
見
分
前
日
御
三
ケ
所
御
催
合
ニ
て
御
舩
頭
役

勤
分
ニ

左
之
通
持
参
可
致
候
事
、

金
三
百
疋
宛

御
用
人
壱
人

〈
六
オ
〉

與
力

弐
人

金
弐
百
疋
宛

同
心

四
人

一（
⑫
）、
下
見
分
本
御
見
分
同
日
ニ
候
ハ
ヽ
前
段
之
通
、
若

別
日
ニ
相
成
候
て
も
御
同
日
ニ
御
三
ケ
所
下
見
分
有
之

〈
六
ウ
〉

儀
ニ
候
ハ
ヽ
矢
張
前
断
之
通
御
催
合
ニ
而
相
送

可
申
候
、
萬
一
下
見
分
御
三
ケ
所
別
日
ニ
相
成
候
ハ
ヽ

御
銘
々
ゟ
与
力
江
弐
百
疋
宛
同
心
江
百
疋
宛
棟

梁
江
三
両
當
、

「
本
文
之
通
申
合
候
事
」
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〈
七
オ
〉一（

⑬
）、
下
見
分
別
日
ニ
而
此
方
へ
入
来
之
事
ニ
候
ハ
ヽ
御
用

人
與
力
同
様
ニ
前
日
壱
人
江
御
催
合
ニ
而
三
百
疋

宛
可
差
遣
候
事
、

「
此
度
ハ
御
用
人
御
用
懸
り
ハ
無
之
候
」

一（
⑭
）、
下
見
分
本
御
見
分
同
日
ニ
相
成
候
ハ
ヽ
前
日
御

用
人
江
御
銘
々
ゟ
壱
人
江
弐
百
疋
宛
可
差
出
候
事
、

「
…
□
（
断
ヵ
）」

〈
七
ウ
〉一（

⑮
）、
御
舩
奉
行
御
見
分
相
濟
候
ハ
ヽ
翌
日
御
三
ケ
所
御

留
守
居
銘
々
ゟ
為
挨
拶
左
之
通
相
贈
可
申

候
事
、

金
弐
百
疋

御
家
老
壱
人

御
用
人
弐
人

〈
八
オ
〉

與
力

弐
人

但
人
数
次
第
壱
人
江
本
行
之
通
、
尤
下

見
分
別
日
ニ
候
ハ
ヽ
下
見
分
翌
日
右

之
通
相
贈
可
申
候
、
左
候
ハ
ヽ
本
御
見

分
ニ
付
て
者
前
後
送
物
無
之
候
、

「
両
人
相
増
ス

…
□
与
力
四
人
」

〈
八
ウ
〉一（

⑯
）、
下
見
分
本
御
見
分
同
日
ニ
候
ハ
ヽ
下
見
分
相

濟
直
ニ
御
舩
奉
行
江
罷
出
其
段
御
届
仕
候
事
、

「
此
度
ハ
町
御
奉
行
御
引
受
ニ
付
、
本
御
見
分
有
無
御
様
子
次
第
本

文
之
通
」

一（
⑰
）、
下
見
分
別
日
ニ
有
之
候
ハ
ヽ
翌
日
罷
出
候
事
、

一（
⑱
）、
下
見
分
相
濟
候
上
被
差
越
候
面
々
江
為
挨

〈
九
オ
〉

拶
御
舩
頭
役
翌
日
差
廻
候
事
、

但
本
御
見
分
一
同
ニ
候
ハ
ヽ
勿
論
其
翌
日
差

廻
し
候
事
、

一（
⑲
）、
下
見
分
之
節
艫
幕
ハ
木
綿
幕
相
用
候
事
、

「
…
事
」一（

⑳
）、
下
見
分
ニ
入
来
之
面
々
御
家
老
御
用
人
與
力
迠

〈
九
ウ
〉

菓
子
薄
茶
其
以
下
菓
子
煎
茶
之
事
、

「
…
座
候
へ
ハ
御
茶
」

一（
㉑
）、
御
舩
奉
行
御
見
分
之
節
麻
上
下
着
用
別
舩

ニ
て
相
揃
御
役
宅
前
江
罷
出
候
事
、

但
此
節
御
舩
頭
ハ
羽
織
袴
着
用
之
事
、

「
御
本
見
分
相
濟
候
上
御
三
方
様
申
合
御
一
同
ニ
罷
出
御
見
分
被
下
候

御
礼
申
上
候
へ
ハ
、
御
三
ケ
所
御
留
守
居
壱
人
ツ
ヽ
御
呼
出
ニ
而
御
逢
被
成

御
挨
拶
御
座
候
上
乗
組
候
琉
人
名
前
御
渡
被
成
候
、

夫
ゟ
懸
り
与
力
ゟ
絵
圖
面
等
相
渡
候
事
」

〈
一
〇
オ
〉一（

㉒
）、
右
御
見
分
相
濟
候
ハ
ヽ
即
日
御
月
番
之
町
御
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奉
行
所
江
罷
出
御
届
仕
候
事
、

一（
㉓
）、
御
舩
川
口
迠
迎
之
節
又
ハ
伏
見
往
来
共
御
舩

頭
役
羽
織
踏
込
着
用
之
事
、

〈
一
〇
ウ
〉一（

㉔
）、
哥
組
舩
子
平
舩
子
等
雇
賃
銀
之
義
者
御

舩
頭
中
申
談
御
一
様
ニ
相
極
候
様
可
致
事
、

一（
㉕
）、
御
座
舩
乗
せ
組
之
品
左
之
通
、

一
、
床
ニ
三
方
熨
斗

一
、
料
紙
箱
一
組
紙
品
々

一
、
臺
子
一
餝 

尤
薄
茶
煎
茶
入
組

〈
一
一
オ
〉

一
、
煙
草
盆

一
、
火
鉢

一
、
燭
臺
手
燭

但
臺
子
茶
煙
草
盆
取
扱
候
者

壱
人
乗
せ
組
可
申
事
、

一（
㉖
）、
琉
人
大
坂
着
之
日
限
相
定
御
舩
々
差
出
候
様

〈
一
一
ウ
〉

川
口
御
役
人
中
ゟ
申
来
差
出
候
節
者
裏

付
上
下
着
用
別
舩
ニ
て
相
揃
罷
出
御
舩
奉
行

江
其
段
御
届
仕
掛
り
御
役
人
江
茂
對
面
一
通

致
挨
拶
引
取
直
ニ
御
月
番
之
町
御
奉
行
所
へ

罷
出
右
之
段
御
届
仕
候
事
、

〈
一
二
オ
〉一（

㉗
）、
琉
人
着
前
ニ
佐
土
原
御
屋
敷
前
へ
舩
ニ
而
御
一
同

ニ
罷
出
居
琉
人
致
舩
揚
舩
屋
敷
江
引
取
候
ハ
ヽ

直
ニ
御
舩
奉
行
并
月
番
町
御
奉
行
江
罷
出

御
届
仕
候
事
、

一（
㉘
）、
木
津
川
口
ニ
而
舩
中
見
廻
又
者
伏
見
登
之
節
挨

〈
一
二
ウ
〉

拶
旁
ニ
御
三
所
催
合
ニ
て
与
力
御
用
人
同
心
江
贈

物
左
之
通
、

但
宝
暦
年
ニ
者
舩
中
見
廻
と
し
て

樽
肴
差
越
候
得
共
、
此
度
ハ
左
之
通
ニ
候

事
、

「
此
度
伏
見
登
り
之
節
前
日
欤
前
々
日
ニ

相
贈
候
様
申
談
ス
」

一
、
肴
代
金
弐
百
疋
宛

一
、
樽
代
金
三
百
疋
宛

〈
一
三
オ
〉

御
用
人

江

與
力

但
人
数
次
第
壱
人
へ
本
行
之
通
、

一
、
樽
肴
代
金
千
五
百
疋

出
役
之
同
心

七
人
江

但
手
紙
一
紙
ニ

七
人
江
御
三
方
御
舩
頭
役
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三
人
ゟ
當
テ
差
越
候
事
、

「
御
三
方
御
連
名
手
紙
ニ
而
差
送
り
候
事
」

〈
一
三
ウ
〉一（

㉙
）、
琉
人
伏
見
江
無
滞
上
着
御
座
舩
下
着
之
上
御

舩
頭
奉
行
并
月
番
御
町
奉
行
江
其
段
御
届
仕
候

事
、

一（
㉚
）、
薩
州
様
ゟ
登
り
舩
中
ニ
お
ゐ
て
御
舩
頭
以
下

舩
子
等
ニ
至
迠
赤
飯
被
下
候
ハ
ヽ
罷
帰
候
上
薩
州

〈
一
四
オ
〉

様
御
留
守
居
迠
罷
出
右
御
禮
申
上
候
事
、

一（
㉛
）、
川
筋
浚
方
被
仰
付
出
役
之
面
々
江
左
之
通

御
三
ケ
所
催
合
ニ
て
仕
出
可
申
候
事
、

但
萬
端
相
濟
候
上
ニ
而
仕
出
可
申
候
事
、

一
、
金
三
百
疋
宛

東
西
川
方
与
力
六
人

一
、
金
弐
百
疋
宛

同
川
方
懸
り
同
心
八
人

「
此
度
ハ
与
力

八
人
ニ
相
成
ル
」

〈
一
四
ウ
〉

但
同
心
江
弐
百
疋
宛
申
合
ニ
相
成
候
處
、
平
戸

御
仕
出
ニ
て
百
疋
宛
差
贈
候
段
申
来

候
事
、

「
此
度
も
本
文
小
書
之
通
百
疋
ツ
ヽ

相
送
り
候
事
」

一（
㉜
）、
薩
州
様
御
着
坂
被
成
候
ハ
ヽ
御
着
之
御
歓
且
往

来
共
川
舩
差
出
候
ニ
付
御
家
来
中
ゟ
可
然
差

圖
被
相
頼
候
と
の
儀
口
上
ニ
加
へ
使
者
相
勤
可
申
候
事
、

〈
一
五
オ
〉一（

㉝
）、
薩
州
様
琉
人
一
同
ニ
御
通
舩
被
成
候
ハ
ヽ
門
前
へ

前
々
之
通
水
た（
担
桶
）ご
張
固
差
出
可
申
候
、
琉
人

斗
通
舩
仕
候
ハ
ヽ
不
能
其
儀
候
事
、

一（
㉞
）、
琉
人
伏
見
致
上
着
候
へ
ハ
先
一
通
り
御
用
相
済

〈
一
五
ウ
〉

候
ニ
付
御
舩
奉
行
様
へ
使
者
相
勤
可
申
候
事
、

一（
㉟
）、
御
座
舩
江
琉
球
人
乗
移
揚
陸
之
節
小
目
付

役
・
御
舩
頭
役
両
人
か（

開

）

い
の
口
之
左
右
江
罷
出

候
事
、

一（
㊱
）、
右
御
用
始
終
相
濟
候
上
両
町
御
奉
行
様
・
御
舩

〈
一
六
オ
〉

奉
行
様
江
使
者
相
勤
候
筈
御
舩
奉
行
江
左

之
通
贈
進
且
御
家
老
以
下
之
贈
物
左
之
通
、

一
、
種
五
百
疋

御
舩
奉
行
様

金
三
百
疋
宛

御
用
掛
り
御
家
老

金
弐
百
疋
宛

同

御
用
人

金
三
百
疋
宛

同

與
力

〈
一
六
ウ
〉

金
百
疋
宛

御
用
掛
り
同
心

「
…
文
之
通
心
得
候
事
、
尤
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…
御
家
老
御
用
人
ハ
無
之

…
力
両
人
相
増
候
斗
」

一（
㊲
）、
参
府
迠
之
付
届
御
催
合
萱
野
様
ニ
て
御

取
斗
之
事
、

一（
㊳
）、
送
り
届
相
濟
候
趣
江
戸
江
注
進
村
上
様
ニ
て

〈
一
七
オ
〉

御
取
斗
之
事
、

一（
㊴
）、
帰
国
相
済
候
後
も
付
届
者
大
村
様
ニ
て
御

取
斗
之
事
、

一（
㊵
）、
琉
人
来
帰
之
間
江
戸
表
ニ
而
御
三
方
御
屋
敷

江
時
々
之
御
注
進
飛
脚
之
義
御
三
方
御
催
合
ニ

〈
一
七
ウ
〉

一
順
々
々
御
引
請
被
差
立
候
様
、
尤
御
國
飛
脚

折
柄
通
り
懸
り
候
ハ
ヽ
御
知
せ
合
を
も
可
仕
候
事
、

一
、
七
月
四
日
川
口
御
奉
行
朽
木
修
理
様
ゟ
御
剪

紙
着
来
、
明
五
日
五
半
時
御
役
所
へ
罷
出
候
様
ニ
と

申
来
候
ニ
付
、
家
来
當
ニ

相
應
之
及
御
請

〈
一
八
オ
〉

五
日
五
ツ
半
時
御
両
家
御
留
守
居
一
同
ニ
村
上

九
郎
右
衛
門
川
口
御
役
所
へ
罷
出
候
處
、
銘
々
修
理
様

御
相
對
ニ
而
御
書
付
之
通
御
演
説
ニ
而
被
成
御
渡
候

ゆ
へ
何
れ
も
御
請
仕
引
取
候
事
、

松（

毛

利

斉

房

）

平
大
膳
大
夫
殿
留
守
居

當
年
琉
球
國
中
山
王
使
者
参
府
ニ
付

〈
一
八
ウ
〉

川
御
座
舩
壱
艘
可
被
差
出
段
被
仰
出
之
旨

江
戸
表
ゟ
被
仰
越
候
、
依
之
諸
事
懸
り

之
與
力
共
并
家
来
共
へ
被
申
談
萬
端
無

間
違
様
可
被
相
心
得
候
、

辰
七
月

「
此
度
ハ
御
舩
奉
行
御
参
府
ニ
付
町
御
奉
行

佐
久
間
備（
信
近
）

後
守
ゟ
被
仰
達
候
」

〈
一
九
オ
〉

右
被
仰
渡
有
之
ニ
付
御
用
掛
り
之
面
々
江
前
々
之

通
御
留
守
居
自
分
ニ
不
罷
越
、
御
舩
頭
中
斗

差
越
候
様
一
統
申
談
候
付
懸
り
之
面
々
江
御

舩
頭
役
差
越
相
頼
置
せ
候
、
尤
薩
州
様
御

留
守
居
江
罷
越
可
及
挨
拶
筈
申
談
候
處
、
幸

今
日
川
口
於
御
役
所
出
會
候
故
其
節
琉
人

〈
一
九
ウ
〉

御
用
被
仰
付
候
趣
相
應
ニ
挨
拶
仕
相
濟
セ
候
事
、

付
り
、
御
両
家
御
舩
頭
役
江
茂
此
方
御
舩
頭

役
罷
越
相
應
ニ
申
演
候
事
、

一
、
於
川
口
被
仰
渡
候
趣
此
度
も
諸
事
川
口
御

差
引
を
請
、
御
用
相
達
候
様
ニ
と
被
仰
渡
候
義
ニ
付
、

〈
二
〇
オ
〉

宝
暦
年
之
通
町
御
奉
行
所
江
之
御
届
ニ
者
及
間
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敷
と
申
談
無
其
儀
候
事
、

「
…
舩
手
」

一
、
薩
州
様
御
舩
頭
役
方
へ
御
三
方
御
舩
頭
役
挨

拶
旁
ニ

差
越
候
様
ニ
と
申
合
候
間
此
方
御
舩
頭

役
差
越
候
事
、

〈
二
〇
ウ
〉一

、
川
口
懸
り
之
御
家
老
其
外
名
前
萱
野
尚
太
郎

殿
へ
川
口
御
用
人
ゟ
知
せ
来
候
由
ニ
て
左
之
通
り

尚
太
郎
殿
ゟ
知
せ
来
候
事
、

琉
球
人
御
用
掛
り
御
家
老

小
川
甚
右
衛
門

御
用
人

⎛

小
林
左
右
太

⎝

岡
田
八
十
八

〈
二
一
オ
〉

⎛

浅
野
順
太
郎

⎝

宇
津
尾
杢
之
助

「
本
文
之
通
申
合
之
事
、
此
度
ハ
鳴
瀬
九
郎
右
衛
門
・
瀬
田
藤
四
郎
・

淺
野
順
太
郎
・
増
田
條
之
助
」

一
、
村
継
人
足
合
印
宝
暦
年
に
者
弐
本
ニ
而

相
濟
候
得
共
、
弐
本
ニ
て
ハ
不
弁
理
之
由
御
近
格

四
本
出
来
相
成
候
由
ニ
付
、
此
度
も
御
三
方
申
合

〈
二
一
ウ
〉

四
本
出
来
之
事
、
張
紙

「
本
文
之
通
相
心
得
候
事
」

（
張
紙
上
書
）

西
御
番
所
前
川
ニ
而
相
揃
御
見
分
も
可
有
之
哉
、

有
無
不
相
知
候
ニ
付
右
川
筋
橋
之
高
下
之

寸
尺
長
尋
御
屋
敷
ゟ
丈
尺
御
調
子
御
座
候
処

左
之
通
之
次
第
、

一
、
吉（
葭
）屋
橋

高
サ
水
際
ゟ
壱
丈
五
尺

一
、
高
麗
橋

同
断

壱
丈
五
尺

五
寸

巾
二
𠀋
尤
西
ゟ
三
ツ
目
ノ

廣
間
也

一
、
平
野
橋

同

壱
𠀋
九
尺

巾
二
𠀋

右
之
外
今
橋
思
案
橋
共
ニ
竪

横
共
廣
く
御
座
候
、
尤
汐
時
ハ
八
ツ
時

過
相
改
候
事
、

八
月
十
日

一
、
川
御
座
舩
寸
尺
其
外
書
付
差
出
候
之
様
川
方

与
力
服
部
平
左
衛
門
ゟ
先
達
而
町
御
奉
行
所
ニ
お

ゐ
て
相
授
候
而
御
三
方
申
合
、
寸
尺
御
舩
足
其

外
書
付
相
調
川
方
與
力
中
へ
手
紙
ヲ
以
差

〈
二
二
オ
〉

出
候
様
申
合
、
左
之
通
七
月
八
日
差
出
候
事
、

覚

一
、
川
御
座
舩
惣
長
サ
拾
六
尋
弐
尺
七
寸
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一
、
幅
壱
𠀋
六
尺
九
寸

一
、
高
サ
壱
𠀋
弐
尺

一
、
足
入
弐
尺
三
寸

〈
二
二
ウ
〉

右
川
御
座
舩
寸
尺
前
書
之
通
御
座
候
、
以
上
、

御
名
留
守
居
添
役

七
月
八
日

村
上
九
郎
右
衛
門

以
手
紙
致
啓
上
候
、
残
暑
之
節
御
座
候
処
各
様
弥
御

堅
固
可
被
成
御
勤
珎
重
奉
存
候
、
然
者
此
間
被

〈
二
三
オ
〉仰

渡
候
大
膳
大
夫
川
御
座
舩
寸
尺
付
立
別
紙

差
越
申
候
、
御
落
手
可
被
成
候
、
御
好
も
御
座
候
ハ
ヽ

可
被
仰
下
候
、
罷
出
御
渡
方
可
仕
候
処
少
々
氣
分

相
ニ
而
乍
略
儀
如
斯
御
座
候
、
以
上
、

七
月
八
日

村
上
九
郎
右
衛
門

川
方
与
力
六
人
當

（
挿
紙
上
書
）

此
度
ハ
川
口
同
心
四
人

御
町
方
同
心

弐
人

都
合
六
人
也

右
之
通
百
疋
宛
相
送
ル
、

尤
御
舩
改（
カ
）役
手
紙
添
候
而

相
送
ル
、
文
面
之
内
留
守
ニ（
ヵ
）ゟ

宜
得
御
意
候
様
申
聞
候
、

〈
二
三
ウ
〉

別
紙
川
御
座
舩
寸
尺
前
ニ
有
之

一
、
八
月
十
七
日
萱
野
氏
ゟ
廻
状
琉
球
人
七
月
十
九
日

豊（
島
津
斉
宣
）

後
守
様
御
城
下
へ
致
来
着
候
由
、
且
又
右
御

用
懸
り
下
役
名
前
之
義
朽
木
修
理
様
御
用

人
中
ゟ
別
紙
之
通
為
知
来
り
候
ニ
付
、
則
来
書

〈
二
四
オ
〉

差
越
入
御
披
見
候
と
の
御
事
、

修
理
家
来
書
役

秦

彦
三
郎

岡
山
久
兵
衛

組
水
主
下
人

平
野
甚
助

伊
府
安
左
衛
門

平
野
正
兵
衛

黒
崎
与
三
兵
衛

〈
二
四
ウ
〉

入
江
万
右
衛
門

水
嶋
権
七

小
山
源
左
衛
門

津
田
久
米
右
衛
門

山
口
房
右
衛
門

境

庄
右
衛
門

菰
渕
栄
三
郎

「（
付
札
墨
な
し
）」
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〈
二
五
オ
〉一

、
九
月
廿
七
日
此
方
舩
頭
役
持
参
御
三
方
一
同
御
舩

頭
役
中
川
口
懸
り
之
與
力
江
相
渡
候
事
、

大
膳
大
夫
川
舩
寸
法

一
、
川
舩
惣
長
サ
拾
六
尋
弐
尺
七
寸

一
、
同
幅
壱
丈
六
尺
九
寸

〈
二
五
ウ
〉一

、
同
足
入
弐
尺
三
寸

一
、
同
高
サ
壱
𠀋
弐
尺

一
、
屋
形
惣
長
サ
弐
𠀋
四
尺
三
寸
梁
行
何
れ
も

内
法

内
六
尺
三
寸
床
机
之
間
此
内
左
梶
之
方
用
所

之
間
切
合
弐
畳
高
宮
縁
り
右
梶
之
間
溜

之
間
切
合
弐
畳
高
宮
縁
り
上
ノ
間
長
八
尺

〈
二
六
オ
〉

梁
行
七
尺
切
合
五
畳
繻
珎
縁
り
入
床
有
之

次
ノ
間
長
壱
𠀋
梁
行
七
尺
切
合
六
畳
高
宮

縁
此
間
之
内
箱
か（
関
木
）

ん
き
有
之

一
、
床
机
之
間
二
階
切
合
三
畳
高
宮
縁

一
、
上
之
間
二
階
切
合
五
畳
絹
地
高
麗
縁

一
、
次
之
間
二
階
切
合
六
畳
高
宮
縁

一
、
右
之
舩
櫓
数
拾
八
挺
立

〈
二
六
ウ
〉一

、
表
ニ
出
シ
屋
根
有
之

一
、
艫
ニ
見
送
り
矢
倉
有
之

一
、
舩
印
壱
本

一
、
吹
貫
壱
本

右
之
通
御
座
候
、
以
上
、御

名
留
守
居
添
役

村
上
九
郎
右
衛
門

〈
二
七
オ
〉

覺

一
、
本
舩
舟
印
弐
本

内
壱
本

白
紗
綾
一
文
字
ニ
三
ツ
星
紺
染
入

出
し
鳥
毛
金
之
玉
付
ニ

壱
本

縮
緬
吹
貫
白
紫
交
り
出
シ

金
之
笠

一
、
屋
形
幕
艫
幕
饅（
幔
）幕
共
緋
綸
子

〈
二
七
ウ
〉

紋
所
桐
ノ
棠
一
文
字
ニ
三
ツ
星
白
上
ニ

惣
二
階

緞
子
三
色
幕
紋
所
桐
ノ
棠
一
文
字
ニ
三
ツ

星
黒
繻
子
縁
金
糸
ニ

艫
見
送
り
矢
倉

幕
浅
黄
緞
子
紋
所
一
文
字
ニ
三
ツ
星
黒

繻
子
縁
金
糸
ニ

一
、
表
出
し
屋
根
引
廻
シ
幕
緋
緞
子
紋
所
金
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〈
二
八
オ
〉

糸
ニ

一
文
字
ニ
三
ツ
星

一
、
屋
形
外
幕
艫
幕
饅（
幔
）幕
共
紫
紋

縮
緬
紋
所
桐
ノ
棠
一
文
字
ニ
三
ツ
星
白
上
ケ

ニ

一
、
右
惣
幕
紋
縄
紅
唐
糸
打

一
、
小
目
附
役
之
者
壱
人

〈
二
八
ウ
〉一

、
舩
頭
役
之
者
壱
人

一
、
手
代
り
壱
人

一
、
梶
取
壱
人

一
、
茶
汲
役
壱
人

一
、
さ（

宰

振

）

い
ふ
り
弐
人

一
、
哥
舩
子
拾
八
人

〈
二
九
オ
〉一

、
舳
舩
子
拾
三
人

但
鈴
引
之
者
共

一
、
矢
倉
舩
子
拾
四
人

但
舩
印
上
ケ
下
ケ
之
者
共

一
、
琉
人
飾
道
具
建
お
こ
し
之
者
三
人

一
、
舩
大
工
壱
人

右
本
舩
之
分

一
、
使
舩
弐
艘
之
内
壱
艘
ハ
小
屋
形
舩

水
主
六
人

〈
二
九
ウ
〉一

、
雨
戸
舩
壱
艘

水
主
九
人

一
、
水
主
食
焚
舩
壱
艘

水
主
七
人

一
、
雪
隠
舩
壱
艘

水
主
三
人

一
、
引
人
足
渡
舩
三
拾
石
舩
弐
艘

水
主
八
人

一
、
綱
宰
領

四
人

一
、
綱
捌
之
者
拾
人

但
引
人
相
印
持
手
共

〈
三
〇
オ
〉

都
合

舩
数

八
艘

人
数

百
三
人

右
之
通
御
座
候
以
上
、御

名
留
守
居
添
役

九
月

村
上
九
郎
右
衛
門

一
、
九
月
廿
日
川
御
座
舩
修
覆
成
就
ニ
付
御
三
方
御

〈
三
〇
ウ
〉

一
同
ニ
御
奉
行
江
罷
出
御
届
仕
候
事
、

「
□（
此
）度
ハ
九
月
末
比
ニ
被
仰
合
之
事
」

一
、
以
廻
状
致
啓
上
候
、
秋
冷
之
節
御
座
候
処
弥
御

安
全
可
被
成
御
勤
珎
重
奉
存
候
、
然
者
川
口
与
力

中
ゟ
別
帋
之
通
申
来
候
ニ
付
致
承
知
候
段
御

返
答
仕
出
申
候
、
則
来
札
入
御
順
覧
申
候
、
右

〈
三
一
オ
〉

為
可
得
貴
意
如
此
御
座
候
、
以
上
、

九
月
廿
八
日

村
上
九
郎
右
衛
門

萱
野

大
村

此
別
紙
左
ニ
有
之
、
返
答
請
文
ニ
付
略
之
、
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御
手
紙
致
拝
見
候
、
然
者
此
間
被
仰
下
候
舩
寸
法
・
舩
印
類

等
書
付
昨
日
舩
方
役
人
共
ヲ
以
差
出
候
ニ
付
、
弥
来
月

〈
三
一
ウ
〉朔

日
被
成
御
見
分
候
間
當
日
朝
五
ツ
時
迠
ニ
御
役
所

前
へ
舩
々
差
出
候
様
ニ
尤
右
ニ
付
御
先
格
之
通
り

被
成
下
御
見
分
候
様
と
の
御
事
ニ
付
、
明
廿
九
日
朝

四
ツ
時
頃
御
用
人
小
林
左
右
太
殿
御
同
道
ニ
而
夫
々

被
成
御
出
候
付
致
用
意
候
様
、
尚
其
刻
御
案
内

之
衆
被
差
越
候
由
被
仰
下
承
知
仕
候
、
右
為
御
答

〈
三
二
オ
〉如

此
御
座
候
、
以
上
、

大
村
五
兵
衛

九
月
廿
八
日

村
上
九
郎
右
衛
門

萱
野
尚
太
郎

猶
以
両
日
共
若
雨
天
ニ
御
座
候
ハ
ヽ
日

送
り
之
御
積
之
由
是
又
承
知
仕
候
、
以
上
、

浅
野
順
太
郎
様

宇
津
尾
杢
之
助
様

〈
三
二
ウ
〉一

、
九
月
廿
九
日
下
見
分
相
済
候
事
、

金
弐
百
疋
宛

御
家
老

小
川
甚
右
衛
門

本
文
小
川
・
岡
田
義
者

御
用
人

岡
田
八
十
八

不
罷
越
候
へ
共
本
行
之

同

小
林
左
右
太

通
差
遣
し
候
事
、

小
林
・
浅
野
・
宇
津
尾
三
人

与
力⎛

浅
野
順
太
郎

入
来
ニ
付
挨
拶
之
文
言
を
も

⎝

宇
津
尾
杢
之
助

か
へ
本
行
之
通
、
同
断
、

金
百
疋
宛

同
心

四
人

但
平
野
・
伊
府
・
入
江
・
境

此
四
人
江

〈
三
三
オ
〉

右
下
見
分
相
済
候
ニ
付
為
挨
拶
遣
し
候
事
、

尤
同
心
江
者
御
舩
頭
役
ゟ
差
送
候
事
、

以
廻
状
致
啓
上
候
、
弥
御
堅
固
被
成
御
勤
珎
重
奉
存
候
、

然
者
昨
日
ハ
御
見
分
御
首
尾
能
相
濟
御
互
ニ
安
心

仕
候
、
将
又
其
節
被
相
渡
候
絵
圖
四
枚
・
書
付
四
通

〈
三
三
ウ
〉寫

置
御
順
達
仕
絵
圖
并
行
列
付
者
乍
御

面
倒
御
覧
面
々
御
方
様
ゟ
彼
方
へ
御
返
却
可

被
下
奉
頼
候
、
右
為
可
得
貴
意
如
此
御
座
候
、
以
上
、

十
月
二
日

萱
野
尚
太
郎

村
上

大
村

「
此
度
町
御
奉
行
御
用
懸
り
□
…
□
通

町
与
力

□（
工
）藤
四
郎

鳴
瀬
九
郎
右
衛
門

川
口
同

浅
野
順
太
郎

増
田
條
之
助

同
心
四
人
程
御
名
□（
前
）未
知
」
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覚

〈
三
四
オ
〉

松
平
大
膳
大
夫
殿

留
守
居
江

一
、
松
平
大
膳
大
夫
殿
川
御
座
舩

儀
衛
正
屋
部
親
雲
上

右
大
坂
川
口
ゟ
伏
見
迠
往
来
共
乗
舩
候
様
相

極
候
、

十
月

覚

〈
三
四
ウ
〉

早
舩
三
艘
江

岡
田
八
十
八

浅
野
順
太
郎

右
者
川
口
ゟ
大
坂
迠
出
役

宇
津
尾
杢
之
助

早
舟
三
艘
江

小
林
左
右
太

浅
野
順
太
郎

右
者
伏
見
登
之
節
出
役

宇
津
尾
杢
之
助

右
之
通
御
座
候
、
以
上
、

〈
三
五
オ
〉一

、
正
使
乗
舩
楽
人
乗
舩
之
川
御
座
舩
江
別
紙
書

付
之
通
飾
候
間
立
所
可
申
付
候
、

一
、
月
正
嶋
よ
り
松（

島

津

斉

宣

）

平
豊
後
守
蔵
屋
敷
川
幅
廣
キ

所
ニ
而
舩
二
行
ニ
参
狭
キ
所
又
ハ
橋
間
通
舟

之
節
ハ
一
行
ニ
左
り
一
番
先
江
乗
り
可
被
申
候
事
、

〈
三
五
ウ
〉一

、
松
平
豊
後
守
蔵
屋
敷
着
之
上
湊
橋
ゟ
上

絵
圖
之
通
可
被
致
一
行
ニ
候
、
琉
球
人
舩
卸

之
節
者
此
方
ゟ
可
致
差
圖
候
間
其
節
一
番

舩
ゟ
波
戸
場
へ
着
船
段
々
屋
敷
向
江
絵
圖

之
通
片
付
可
被
申
候
、

一
、
乗
出
し
乗
納
又
ハ
楽
無
之
時
者
舩
哥
可
有
之
事
、

〈
三
六
オ
〉一

、
附
舩
片
付
所
絵
圖
ニ
記
し
有
之
候
間
右
場
所
へ

残
り
候
様
可
被
申
付
事
、

一
、
公
儀
御
精
進
日
ニ
て
も
舩
哥
有
之
候
事
、

一
、
御
座
舩
勿
論
付
舩
等
火
之
元
入
念
可
被
申
事
、

一
、
御
座
舩
川
口
ニ
て
繋
舩
絵
圖
之
通
場
所
へ
登

舳
ニ
懸
ケ
可
被
申
事
、

〈
三
六
ウ
〉一

、
川
御
座
舩
へ
琉
球
人
乗
移
之
義
者
小
屋
形

舩
并
上
乗
舩
を
以
本
舩
ゟ
乗
付
申
候
、

一
、
伏
見
登
之
節
村
次
引
人
足
合
印
弐
本
宛

并
右
人
数
書
印
油
紙
ニ
而
弐
枚
宛
用
意
可

有
之
候
、
尤
人
足
員
数
之
義
ハ
追
而
可
相
達
候
、

右
之
通
可
被
相
心
得
候
、
御
座
舩
ニ
付
用
事

〈
三
七
オ
〉有

之
候
ハ
ヽ
早
速
可
被
申
聞
候
、
以
上
、

十
月
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一
、
牌
板

一
、
金
鼓
籏
竿

長

壱
𠀋

右
舳
飾

廻
り

五
寸

一
、
大
毒
縣
竿

長

弐
𠀋
壱
尺

廻
り

五
寸

一
、
巳
紋
付
小
差
竿

長

壱
𠀋

右
艫
飾

廻
り

五
寸

〈
三
七
ウ
〉右

四
本
儀
衛
正
舩
飾
、

以
上

一
、
琉
球
人
川
入
伏
見
登
り
行
列
書
之
義
者
別
紙

有
之
、

〈
三
八
オ
〉一

、
十
月
六
日
川
口
ゟ
呼
出
ニ
付
御
三
所
御
舩
頭
役
一
同

罷
出
候
處
、
浅
野
順
太
郎
・
宇
津
尾
杢
之
助
相
對
仕

左
之
通
付
立
弐
通
相
渡
候
ニ
付
此
方
御
舩
頭
役

取
帰
候
事
、覚

一
、
綱
引
人
足

川
御
座
舩

三
拾
九
人

一
、
同

雨
戸

舩

五

人

〈
三
八
ウ
〉一

、
同

賄
舩

五
人

一
、
同

手
水
舩

五
人

合
五
拾
弐
人

以
上

一
、
舩
引
人
足
合
印
小
指
棹
共
并
油
紙
人
数
書

近
日
御
差
出
之
事
、

〈
三
九
オ
〉

右
合
印
之
義
夜
中
ハ
勿
論
高
張
提
灯
ニ
替
候

事
ニ
付
定
員
数
之
通
御
用
意
可
有
之
候
事
、

但
是
者
御
手
前
ニ
被
差
置
蝋
燭
一
夜
ニ

四
挺
宛
之
積
を
以
御
差
添
暮
前
此
方

江
御
渡
し
可
被
成
候
、
尤
蝋
燭
懸
目
壱

丁
ニ
付
三
拾
目
掛
之
事
、

〈
三
九
ウ
〉一

、
都
而
出
舩
之
節
ハ
此
方
先
乗
壱
番
ニ
早
舩
ゟ

相
圖
之
柏
子
木
打
出
し
夫
ゟ
一
同
ニ
柏
子
木

合
せ
舩
留
り
浮
候
ハ
ヽ
又
々
其
舩
ゟ
打
外

柏
子
木
合
乗
出
し
可
申
候
事
、

一
、
御
手
紙
致
拝
見
候
、
弥
御
安
全
被
成
御
勤
珎
重

〈
四
〇
オ
〉

奉
存
候
、
然
ハ
頃
日
御
相
談
仕
候
趣
大
村
御
氏
へ
も

御
相
談
被
成
候
処
、
三
重
生
并
見
廻
り
與
力
両
人

江
者
御
贈
物
此
節
者
先
御
見
合
同
心
江
者

人
数
等
之
無
差
別
や
は
り
千
五
百
疋
被
遣
方

可
然
之
旨
、
尤
川
方
与
力
同
心
中
江
之
御
贈
物
御

舟
行
之
節
出
役
有
之
御
舩
々
江
も
挨
拶
抔
も
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〈
四
〇
ウ
〉

有
之
候
ニ
付
此
義
者
追
而
御
贈
物
有
之
候
方
可
然
段

御
相
談
被
成
候
由
、
委
細
被
入
御
念
被
仰
下
承
知

仕
候
、
於
私
者
何
之
存
寄
も
無
御
座
何
分
宜

奉
頼
候
、
右
為
御
答
如
此
御
座
候
、
以
上
、

十
月
廿
六
日

村
上
九
郎
右
衛
門

萱
野
尚
太
郎
様

〈
四
一
オ
〉一

、
以
手
紙
致
啓
上
候
、
然
者
今
日
琉
球
人
入
津
可
有

之
天
気
ニ
候
ハ
ヽ
夕
方
迠
之
内
其
御
舩
々
川
下
ケ
之

御
積
ニ
被
成
御
心
得
候
様
昨
日
御
舩
方
役
人
衆
江
致

御
傅
達
置
候
處
、
今
朝
之
天
気
に
て
ハ
入
津
之
程

〈
四
一
ウ
〉

難
斗
曽
者
御
手
配
出
来
候
儀
ニ
候
ハ
ヽ
入
津
前
御

舩
下
ケ
無
之
候
共
差
障
申
間
敷
と
致
再
考
候

ニ
付
、
此
上
ハ
入
津
為
御
知
申
次
第
御
舩
下
ケ
之
御
積
ニ

可
被
成
御
心
得
候
、
尤
及
夕
方
致
入
津
候
ハ
ヽ
翌

暁
未
明
ゟ
早
々
御
舩
被
相
下
可
然
奉
存
候
、
勿

論
昨
日
御
達
申
候
通
り
入
津
夜
ニ
入
候
ハ
ヽ
翌
一
日

〈
四
二
オ
〉

於
川
口
滞
舩
有
之
候
様
薩
州
方
へ
達
置
候
間

若
逗
留
ニ
相
成
候
時
ハ
入
津
翌
日
午
時
迠
ニ
御

舩
下
ケ
可
被
成
候
、
何
分
入
津
之
義
為
御
知
申
候
砌

委
細
可
申
達
候
、
右
之
段
為
可
得
御
意
如
此
御
座
候
、

以
上
、

浅
野
順
太
郎

宇
津
尾
杢
之
助

猶
以
小
林
左
右
太
跡
役
未
被
申
付
候
、
相
究
候

〈
四
二
ウ
〉

候（
衍
）迠
小
川
甚
右
衛
門
儀
用
方
も
兼
合
相
勤
候
間

用
人
共
江
御
懸
合
之
義
も
有
之
候
ハ
ヽ
右

同
人
岡
田
八
十
八
両
人
之
内
江
御
達
御
座

候
様
ニ
存
候
、
乍
序
此
段
得
御
意
置
候
、
以
上
、

萱
野

榎
本

村
上

大
村

〈
四
三
オ
〉

口
上

一
、
琉
球
人
乗
舩
今
夕
ゟ
追
々
致
入
津
候
段
出
張
之

者
ゟ
申
越
薩
州
方
ゟ
も
届
有
之
候
、
併
着
揃
者

夜
ニ
入
候
儀
ニ
付
先
刻
得
御
意
候
通
弥
明
一
日

川
口
ニ
お
ゐ
て
滞
留
明
後
日
川
登
之
積
ニ
御

〈
四
三
ウ
〉

座
候
間
其
御
舩
々
明
日
午
刻
迠
ニ
御
舩
下
ケ
被

成
候
様
御
達
シ
可
申
旨
修
理
申
聞
せ
候
、
此
段

乍
略
儀
廻
紙
ヲ
以
早
々
及
御
知
候
、
以
上
、

十
月
十

（
廿
ヵ
）九
日

宇
津
尾
杢
之
助

浅
野
順
太
郎
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萱
野

榎
本

〈
四
四
オ
〉

村
上

大
村

一
、
唯
今
川
口
御
用
人
中
ゟ
別
紙
之
通
申
来
候
ニ
付

則
入
御
覧
申
候
、
尤
明
朝
之
仕
廻
次
第
罷
出
川
口

御
役
所
前
ニ
而
御
待
合
仕
御
一
同
ニ
罷
出
候
様
仕
度

〈
四
四
ウ
〉

奉
存
候
、
若
御
先
江
御
出
被
成
候
ハ
ヽ
御
待
合
被
下

候
様
奉
頼
候
、
以
上
、

十
月
廿
九
日

萱
野
尚
太
郎

榎
本
市
之
助
様

大
村
五
兵
衛
様

猶
々
明
朝
者
可
成
𠀋
ケ
差
急
早
朝
舩
相
下
ケ

可
申
候
得
共
、
掃
除
萬
端
手
数
も
有
之
儀

程
次
第
少
遅
々
可
仕
義
も
可
有
之
哉
、
手
當

〈
四
五
オ
〉

者
仕
置
候
へ
共
舩
拵
等
少
し
ハ
手
間
取
可
申
と

奉
存
候
、
若
自
然
少
し
遅
々
仕
義
も
御
座
候
と

何
分
宜
様
御
含
置
被
下
度
旨
御
用
人
中
へ

申
達
置
候
間
左
様
御
承
知
可
被
下
候
、
以
上
、

「
此
度
も
御
沙
汰
次
第
御
三
方
被
仰
合
本
文
之

通
取
斗
之
事
」

一
、
以
切
紙
致
啓
上
候
、
然
者
琉
球
人
今
夕
入
津

明
日
一
日
滞
舩
明
後
二
日
川
入
ニ
御
座
候
之
段
先
刻

〈
四
五
ウ
〉

與
力
共
ゟ
御
達
昼
頃
迠
ニ
川
口
江
御
下
ケ
被
置

候
様
得
御
意
候
由
、
然
ル
處
唯
今
薩
州
役
人

罷
越
し
此
間
申
出
候
通
滞
舩
無
之
何
分
明
日

直
ニ
川
入
致
度
段
御
家
老
中
被
申
聞
候
由
無

拠
趣
被
申
聞
候
、
依
之
明
朔
日
弥
川
入
可
致

旨
談
置
候
、
尤
刻
限
之
義
ハ
成
𠀋
ケ
差
急
候

〈
四
六
オ
〉

得
共
少
々
可
致
遅
刻
哉
と
奉
存
候
、
左
候
へ
ハ
川
御

座
舩
之
義
可
相
成
𠀋
ケ
御
差
急
早
朝
川
口
へ

御
下
ケ
被
成
候
様
奉
存
候
、
此
段
可
得
御
意
旨
修
理

被
申
付
候
、
右
之
趣
早
々
御
順
達
可
被
成
候
、
以
上
、

十
月
廿
九
日

岡
田
八
十
八

小
川
甚
右
衛
門

萱
野
・
榎
本
・
大
村

三
所
當
ル

〈
四
六
ウ
〉

手
扣

二
階
堂
河
内
口
上

今
般
琉
球
人
参
府
御
馳
走
舩
被
差
出
候

儀
ニ
付
先
達
而
豊
後
守
滞
坂
中
御

叮
嚀
被
仰
聞
候
趣
承
知
仕
被
入
御
念
候
義

忝
奉
存
候
、
昨
日
無
滞
着
坂
仕
候
ニ
付
御
挨
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拶
御
役
人
中
迠
申
上
候
、

十
二（
一
）月
二
日

使
者

野
村
四
郎
右
衛
門

〈
四
七
オ
〉一

、
御
手
紙
致
拝
見
候
、
然
者
琉
球
使
来
ル
五
日
薩

州
蔵
屋
敷
前
ゟ
乗
舩
枚
方
一
宿
ニ
而
翌
六
日

伏
見
着
之
御
積
ニ
御
座
候
間
明
後
四
日
夕
方
右

場
所
へ
川
御
座
舩
差
出
候
様
ニ
と
被
仰
下
承
知

〈
四
七
ウ
〉

仕
候
、
右
御
答
如
此
御
座
候
、
以
上
、村

上
九
郎
右
衛
門

十
一
月
二
日

榎
本
市
之
助

浅
野
・
宇
津
尾
ニ
當
ル

口
上

弥
御
堅
剛
被
成
御
勤
珎
重
奉
存
候
、
然
者
川
口
御

〈
四
八
オ
〉用

人
伏
見
登
之
節
出
役
名
前
小
川
甚
右
衛
門
方
迄

手
紙
ヲ
以
承
合
候
處
、
則
小
川
甚
右
衛
門
出
役
之
由

別
紙
之
通
返
書
参
候
ニ
付
則
差
越
懸
御
目
申
候
、

右
之
通
ニ
付
被
仰
合
候
通
御
贈
物
可
然
御
連
名

之
御
紙
面
相
認
是
又
差
越
入
御
覧
申
候
、
思
召

寄
も
無
御
座
候
ハ
ヽ
仕
出
せ
可
申
候
、
以
上
、

〈
四
八
ウ
〉

十
一
月
四
日

萱
野

榎
本
・
大
村
ニ
當
ル

川
口
御
家
老

小
川
甚
右
衛
門

同

御
用
人

岡
田
八
十
八

同

与
力

浅
野
順
太
郎

宇
津
尾
杢
之
助

右
伏
見
登
出
役

同
心

七
人

「
…
夫
々
へ
」

〈
四
九
オ
〉一

、
以
切
紙
致
啓
上
候
、
然
者
明
五
日
朝
六
ツ
半
時
琉

球
使
薩
州
御
屋
敷
前
ゟ
乗
舩
致
出
立
候
間

川
御
座
舩
御
用
意
今
日
夕
方
薩
州

御
屋
敷
前
江
乗
廻
り
被
置
候
様
奉
存
候
、
此
段

宜
得
御
意
候
旨
修
理
被
申
付
右
之
趣
早
々

〈
四
九
ウ
〉

御
順
達
可
被
成
候
、
以
上
、

十
一
月
四
日

岡
田
八
十
八

小
川
甚
右
衛
門

萱
野
・
榎
本
・
大
村

當
ル

一
、
以
手
紙
致
啓
上
候
、
寒
冷
之
節
各
様
弥
御
堅
固

被
成
御
勤
珎
重
奉
存
候
、
然
者
先
達
而
御
出

〈
五
〇
オ
〉

置
被
成
候
御
舩
印
今
日
薩
州
役
人
ゟ
返
却

有
之
候
ニ
付
御
渡
可
申
候
間
明
十
二
日
午
時
頃
御
舩
方

役
人
衆
御
差
出
可
被
成
候
、
右
為
可
得
御
意
如
斯

御
座
候
、
以
上
、
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十
一
月
十
一
日

浅
野

宇
津
尾

萱
野
・
榎
本
・
村
上
・
大
村

當
ル

〈
五
〇
ウ
〉一

、
以
廻
状
致
啓
上
候
、
然
者
琉
人
参
府
御
用

一
通
り
相
濟
御
互
ニ
大
慶
奉
存
候
、
右
ニ
付
兼
而
御

示
合
仕
置
候
通
懸
り
御
役
人
中
へ
参
府
迠

御
付
届
此
方
ニ
而
取
斗
せ
申
候
ニ
付
御
割
合

別
紙
書
付
之
通
御
座
候
、
此
段
為
可
得
御
意
如
此

〈
五
一
オ
〉

御
座
候
、
以
上
、

萱
野

榎
本

大
村

覚

一
、
金
三
百
疋

小
林
左
右
太

一
、
同
三
百
疋
宛

⎛

浅
野
順
太
郎

⎝

宇
津
尾
杢
之
助

〈
五
一
ウ
〉一

、
金
弐
百
疋
宛

同
心

四
人

右
者
下
見
分
前
日
御
三
ケ
所
御
舩
頭
中
催
合

ニ
而
持
参
之
事
、

一
、
金
五
百
疋
宛

⎛

小
川
甚
右
衛
門

⎜

岡
田
八
十
八

⎜

浅
野
順
太
郎

⎝

宇
津
尾
杢
之
助

一
、
同
千
五
百
疋

下
役
八
人
江

〈
五
二
オ
〉右

者
川
口
伏
見
登
之
節
舩
中
先
廻
ニ

被

遣
候
事
、

合
壱
歩
判

五
拾
弐
粒

相
場
壱
粒
ニ
付

拾
五
匁
弐
分
か
へ

御
三
所
割

御
一
ケ
所

壱
歩
判
拾
七
粒
ト

銀
五
匁
七
厘
宛

右
之
通
御
座
候
、
以
上
、

辰
十
一
月

解
説本

史
料
は
寛
政
八
年
の
琉
球
使
節
に
対
し
、
大
坂
～
伏
見
で
川
御
座
船
を
提
供
し
た

大
名
側
の
記
録
で
あ
る
。
七
月
一
日
に
大
坂
留
守
居
が
大
坂
町
奉
行
に
呼
ば
れ
た
と
こ

ろ
に
始
ま
り
、「
辰
十
一
月
」
の
覚
を
書
き
留
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
と
き
の
琉
球
使
節
は
九
月
に
鹿
児
島
を
発
し
、
一
一
月
二
五
日
に
江
戸
に
上
っ
て

い
る
た
め（

9
）、
本
記
録
は
使
節
の
往
路
時
の
も
の
と
い
え
る
。

そ
の
記
録
主
体
に
つ
い
て
は
、
表
紙
に
「
松
平
大
膳
大
夫
様

4

4

4

4

4

4

4

川
御
座
舩
被
／
出
候
節
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之
御
例
写
置
4

4

」
と
あ
る
の
が
手
が
か
り
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
川
御
座
船
を
提
供
し
た

毛
利
斉
房
の
家
中
の
記
録
を
、
某
か
が
写
し
た
も
の
と
当
面
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
（
写
し
主
に
つ
い
て
は
後
述
）。
当
史
料
が
萩
藩
の
記
録
で
あ
る
点
に
つ
い

て
は
、「
此
御
方

4

4

4

添
役
村
上
九
郎
右
衛
門
」（〈
三
オ
〉）
や
村
上
と
連
名
で
名
の
見
え
る

「
榎
本
市
之
助
」（〈
四
七
ウ
〉
ほ
か
）
が
毛
利
家
中
で
あ
る
こ
と
、
と
り
わ
け
榎
本
が

寛
政
八
年
段
階
に
お
け
る
毛
利
氏
の
大
坂
留
守
居
で
あ
る
こ
と（

10
）、 

な
ど
と
整
合
す
る

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
史
料
を
も
っ
て
同
年
に
小
笠
原
氏
が

4

4

4

4

4

御
座
船
を
提
供
し
た
と
す
る
『
控
』
な
ど
の
記
述
は
、
修
正
が
必
要
で
あ
る
。

以
下
、
本
史
料
が
毛
利
氏
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
そ
の
中
身
を
時
系
列
に

即
し
て
【
表
】
に
整
理
し
て
お
く
。

七
月
三
日
、
大
坂
町
奉
行
の
役
宅
で

今
回
の
課
役
に
つ
い
て
指
示
を
受
け

た
の
は
、
毛
利
氏
・
細
川
氏
・
松
浦

氏
の
留
守
居
で
あ
っ
た
。
三
留
守
居

は
早
速
七
月
五
日
に
細
川
邸
で
会
合

を
持
ち
、
四
〇
箇
条
に
わ
た
る
「
御

三
方
申
合
之
覚
」（
内
容
を
【
覚
】

に
整
理
）
を
取
り
決
め
る
。
三
大
名

が
担
う
の
は
、「
大
坂
川
口
ゟ
伏
見
迠
」

（〈
一
ウ
〉）
の
御
座
船
提
供
で
あ
り
、

木
津
川
口
～
薩
摩
・
佐
土
原
藩
蔵
屋

敷
と
、
同
蔵
屋
敷
～
伏
見
の
二
区
間

を
往
復
路
と
も
に
担
当
す
る
。
一
〇

月
二
九
日
の
琉
球
使
節
の
入
津
以
前
、

【
覚
】

1
見
分
の
際
の
服
装

小
目
付
役
は
袷
裃
を
、船
頭
は
羽
織
袴
を
着
用
す
る

2
本
番
の
際
の
服
装

大
坂
川
口
～
伏
見
で
小
目
付
役
は
麻
裃
を
、船
頭
は
羽
織
踏
込
を
着
用
す
る

3
役
人
へ
の
挨
拶

琉
球
人
の
御
用
係
を
務
め
る
役
人
ら
に
船
頭
役
か
ら
挨
拶
を
す
る

4
寄
合
の
運
営
方
法

船
頭
役
の
寄
合
は
3
者
で
順
に
廻
し
て
勤
め
る

5
薩
摩
藩
へ
の
挨
拶

薩
摩
藩
の
船
頭
役
へ
事
前
・
事
後
に
挨
拶
を
す
る

6
船
頭
役
の
持
参
品
・
服
装

幟
4
本
・
引
人
足
数
書
・
油
紙
4
枚
を
持
参
さ
せ
、麻
裃
を
着
用
さ
せ
る

7
船
奉
行
と
の
擦
合

船
の
用
意
が
出
来
た
ら
船
奉
行
に
届
け
、下
見
分
の
指
示
を
仰
ぐ

8
奉
行
へ
届
け
る
時
機
3
者
の
船
が
全
て
準
備
で
き
て
か
ら
奉
行
へ
届
け
る

9
奉
行
側
と
の
擦
合

見
分
・
下
見
分
の
人
数
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
よ
う
、御
用
人
に
頼
む

10
見
分
に
向
け
た
擦
合
見
分
の
前
に
あ
ら
か
じ
め
船
の
寸
法
な
ど
を
3
者
で
共
有
し
て
お
く

11
見
分
の
際
の
付
届

下
見
分
の
前
日
に
3
者
か
ら
、用
人
・
与
力
へ
金
300
疋
、同
心
へ
200
疋
を
渡
す

12
〃

も
し
下
見
分
が
3
者
別
日
に
な
さ
れ
る
な
ら
、金
200
疋
を
与
力
へ
、100
疋
を
同
心
へ
、3
両
を
棟
梁
に
渡
す

13
〃

も
し
下
見
分
が
3
者
別
日
に
な
さ
れ
る
な
ら
、用
人
に
は
金
300
疋
を
渡
す

14
〃

下
見
分
と
本
見
分
が
同
日
な
ら
、前
日
に
用
人
へ
3
者
そ
れ
ぞ
れ
金
200
疋
を
渡
す

15
見
分
後
の
付
届

見
分
の
翌
日
に
船
奉
行
家
老
・
用
人
・
与
力
へ
3
者
そ
れ
ぞ
れ
金
200
疋
を
渡
す
。下
見
分
と
本
見
分

が
別
日
の
場
合
は
下
見
分
の
時
だ
け
渡
す

16
見
分
後
の
報
告

下
見
分
と
本
見
分
が
同
日
の
場
合
、下
見
分
が
終
了
次
第
、船
奉
行
へ
報
告
す
る

17
〃

下
見
分
と
本
見
分
が
別
日
の
場
合
、下
見
分
の
翌
日
に
報
告
す
る

18
見
分
後
の
挨
拶

下
見
分
の
翌
日
に
船
頭
役
が
挨
拶
廻
り
に
行
く

19
下
見
分
の
時
の
幕

艫
幕
は
木
綿

20
下
見
分
の
時
の
差
入
家
老
・
用
人
・
与
力
ら
へ
は
菓
子
・
薄
茶
、そ
れ
以
下
へ
は
菓
子
・
煎
茶
を
差
し
入
れ
る

21
本
見
分
の
際
の
服
装
麻
裃
で
船
奉
行
の
役
宅
に
集
合
し
、船
頭
は
羽
織
袴
を
着
用
す
る

22
本
見
分
後
の
報
告

見
分
が
終
わ
っ
た
ら
、そ
の
日
中
に
町
奉
行
へ
報
告
す
る

23
本
番
の
服
装

川
口
や
伏
見
ま
で
の
往
来
で
船
頭
役
は
羽
織
踏
込
を
着
用
す
る

24
雇
賃

歌
組
・
船
子
な
ど
の
雇
賃
は
船
頭
中
で
ま
と
め
る

25
御
座
船
に
載
せ
る
品
熨
斗
・
料
紙
箱
・
台
子
・
煙
草
盆
・
火
鉢
・
燭
台
な
ど

26
本
番
の
挨
拶

裏
付
上
下
で
別
船
に
て
船
奉
行
・
町
奉
行
に
挨
拶
す
る

27
本
番
前
後
の
動
向

琉
球
人
が
着
く
前
に
佐
土
原
藩
屋
敷
に
行
き
、船
揚
げ
し
て
船
屋
敷
に
戻
っ
た
ら
、す
ぐ
に
船
奉

行
･
町
奉
行
に
報
告
す
る

28
役
人
ら
へ
の
付
届

木
津
川
口
や
伏
見
上
り
で
見
廻
り
を
す
る
役
人
に
、肴
代
・
樽
代
を
贈
る

29
伏
見
到
着
時
の
報
告
伏
見
に
着
い
た
ら
船
頭
奉
行（
船
奉
行
ヵ
）・
町
奉
行
に
報
告
す
る

30
薩
摩
藩
へ
の
御
礼

薩
摩
藩
か
ら
船
頭
以
下
に
赤
飯
が
下
さ
れ
た
ら
、留
守
居
へ
御
礼
を
申
し
上
げ
る

31
川
筋
浚
方
へ
の
付
届
全
て
済
ん
だ
後
、3
者
か
ら
川
方
与
力
へ
金
300
疋
、同
心
へ
金
200
疋
を
渡
す
。た
だ
し
、松
浦
氏
は

同
心
に
100
疋
を
渡
し
た

32
薩
摩
藩
へ
の
挨
拶

島
津
公
が
来
坂
し
た
ら
お
歓
び
を
申
し
、指
図
を
頼
む

33
門
前
の
作
法

島
津
公
と
琉
球
人
が
一
同
に
通
船
な
ら
門
前
に
水
担
桶
を
差
し
出
し
、琉
球
人
だ
け
な
ら
不
要

34
伏
見
到
着
時
の
対
応
伏
見
に
着
い
た
ら
船
奉
行
に
報
告
す
る

35
琉
球
人
の
乗
下
船
時
の
作
法

小
目
付
役
・
船
頭
役
は
開
の
口
の
左
右
に
罷
り
出
る

36
船
奉
行
へ
の
付
届

本
番
終
了
後
、船
奉
行
に
種
500
疋
、家
老
へ
金
300
疋
、用
人
に
金
200
疋
、与
力
に
金
300
疋
、同
心
に
金
100
疋
贈
る

37
参
府
ま
で
の
付
届

琉
球
人
が
参
府
す
る
ま
で
の
分
は
細
川
方
が
ま
と
め
る

38
江
戸
へ
の
報
告

行
き
は
毛
利
方
で
行
う

39
〃

帰
り
は
松
浦
方
で
行
う

40
江
戸
へ
の
連
絡

江
戸
藩
邸
へ
の
諸
連
絡
は
3
者
順
繰
り
で
引
き
受
け
る

【表】

7/3 大坂町奉行・船奉行は3留守居に琉球人への御座船供出を命令

7/5 3留守居は細川邸で会合、【覚】の作成
3留守居は川口役所に出頭し、御座船供出を命じる書付を受ける

7/8 毛利留守居は毛利方の御座船の寸尺を書き付け、川方与力へ提出

8/17 細川留守居からの廻状が毛利方に届く、琉球人が7/19鹿児島城到着

9/20 3留守居は御座船の修復完了を奉行へ届出

9/27 3留守居は川口与力に船寸法・船印などの書付を提出

9/29 下見分

10/1 本見分

11/1 琉球人は木津川口に着津

11/5 琉球人は伏見に向け蔵屋敷を出船
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小笠原文庫蔵「琉球人来聘控」をめぐって

船
奉
行
に
よ
る
本
見
分
が
一
〇
月
一
日
に
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
本
見
分
に
先
立
ち

九
月
二
九
日
に
は
船
奉
行
の
配
下
に
よ
る
下
見
分
が
行
わ
れ
て
お
り
、
各
家
の
御
座
船

は
事
前
に
見
分
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
本
史
料
は
使
節
の
入
津
以
前
の
準

備
を
詳
細
に
伝
え
る
点
で
、
他
に
例
を
見
な
い
。

ま
た
先
述
の
【
覚
】
を
見
る
と
、
各
役
人
へ
の
付
届
、
見
分
や
本
番
時
の
服
装
、
御

座
船
の
仕
様
と
い
っ
た
細
部
ま
で
取
り
決
め
が
及
ん
で
お
り
、
三
者
が
横
並
び
で
慎
重

に
事
を
運
ぼ
う
と
し
て
い
る
点
が
読
み
取
れ
る
。
本
史
料
は
、
課
役
を
受
け
る
大
名
同

士
の
協
力
関
係
を
詳
細
に
伝
え
る
点
で
も
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
当
史
料
が
小
笠
原
家
に
伝
来
し
た
点
に
つ
い
て
穿
鑿
し
て
お
く
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
寛
政
八
年
の
次
回
に
派
遣
さ
れ
た
琉
球
使
節
を
参
照
し
た
い
。
そ
の
文
化

三
（
一
八
〇
六
）
年
時
の
琉
球
使
節
に
対
し
御
座
船
を
提
供
し
た
の
は
、
毛
利
氏
・
小

笠
原
氏
・
亀
井
氏
の
三
大
名
で
あ
っ
た（

11
）。
毛
利
氏
と
小
笠
原
氏
が
共
に
担
っ
て
い

る
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
文
化
三
年
時
に
直
近
の
先
例
を
小
笠
原
氏
が
毛
利
氏
に
求

め
、
そ
れ
に
応
じ
て
毛
利
側
は
「
琉
球
人
来
聘
控
」
に
相
当
す
る
も
の
を
写
さ
せ
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
が
、
毛
利
家
の
記
録
が
小
笠
原
家
に
残
さ
れ
た
所
以
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
当
史
料
に
多
く
付
さ
れ
る
札
（

で
表
記
）
に
つ
い

て
、
そ
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
う
る
。〈
一
八
オ
〉
の
付
札
に
は
町
奉
行
と
し
て
佐
久

間
備
後
守
信
近
（
在
職
：
享（
一
八
〇
一
）

和
元
～
文
化
五
年
）
の
名
が
見
え
る
。
し
た
が
っ
て

は

小
笠
原
家
中
の
手
に
な
る
も
の
で
、
文
化
三
年
時
に
小
倉
藩
の
御
座
船
を
提
供
し
た
後
、

補
足
点
な
ど
を
特
記
し
た
も
の
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
。

以
上
、
小
稿
で
は
「
琉
球
人
来
聘
控
」
に
つ
い
て
、
そ
の
史
料
的
性
格
に
留
意
し
な

が
ら
紹
介
を
行
っ
て
き
た
。
琉
球
使
節
の
大
坂
滞
在
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
不
明
な
点

が
多
い
。
今
後
の
一
層
の
研
究
進
展
を
祈
念
し
て
、
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

註（
1
）
小
笠
原
文
庫
は
、
小
倉
藩
小
笠
原
氏
に
関
す
る
藩
政
史
料
・
典
籍
類
約
七
〇
〇
〇
点
か
ら

な
る
（
福
岡
県
立
豊
津
高
等
学
校
編
『
小
笠
原
文
庫
古
文
書
目
録
』）
参
照
。

（
2
）
琉
球
使
節
に
つ
い
て
は
、
木
土
博
成
「
琉
球
使
節
の
成
立
―
幕
・
薩
・
琉
関
係
史
の
視

座
か
ら
―
」（『
史
林
』
九
九
－
四
、二
〇
一
六
年
）
参
照
。

（
3
）
琉
球
使
節
に
対
し
川
御
座
船
が
供
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
は
、
木
土
博
成
「「
朝
鮮
人
来
朝

一
件
」
に
見
え
る
琉
球
使
節
関
係
史
料
に
つ
い
て
」（『
大
阪
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』

一
四
、二
〇
一
六
年
）
で
も
触
れ
た
。

（
4
）『
琉
球
人
来
聘
控
：
小
笠
原
文
庫
』（
北
楠
史
料
叢
書
四
、
北
九
州
大
学
古
文
書
研
究
会
、

一
九
九
〇
年
）。

（
5
）
管
見
で
は
、
図
書
館
な
ど
の
施
設
に
お
け
る
架
蔵
は
、
北
九
州
市
立
大
学
図
書
館
の
み

で
あ
る
。

（
6
）『
控
』
の
ほ
か
、
三
宅
英
利
「
琉
球
使
節
と
小
倉
藩
」（『
北
九
州
大
学
文
学
部
紀
要
Ｂ
系
列
』

二
一
、一
九
八
九
年
）、「
小
倉
藩
と
琉
球
使
節
」（『
北
九
州
市
史
』
近
世
、
七
八
五
～

七
八
七
頁
、
三
宅
英
利
執
筆
分
）
も
、
小
笠
原
氏
が
御
座
船
を
提
供
し
た
と
の
誤
っ
た
前

提
に
立
っ
て
論
じ
て
い
る
。

（
7
）「
二
二
」
は
「
収
蔵
番
号
」
で
、
近
代
以
降
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
注
（
１
）

前
掲
『
小
笠
原
文
庫
古
文
書
目
録
』
参
照
。

（
8
）
便
宜
上
、
一
つ
書
に
①
～
㊵
を
振
っ
た
。

（
9
）
横
山
學
『
琉
球
国
使
節
渡
来
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
、
三
七
九
頁
）
参
照
。

（
10
）
河
村
一
郎
『
萩
藩
主
要
役
職
者
年
表
』（
萩
市
立
萩
図
書
館
、
二
〇
一
三
年
）
参
照
。

（
11
）
山
口
県
文
書
館
蔵
「
公
儀
事
諸
控
」
四
一
－
一
八
（
二
五
－
六
）。

（
付
記
）

末
筆
な
が
ら
、
史
料
の
閲
覧
の
機
会
を
い
た
だ
い
た
所
蔵
先
の
福
岡
県
立
育
徳
館
高

等
学
校
錦
陵
同
窓
会
、
お
よ
び
寄
託
先
の
み
や
こ
町
歴
史
民
俗
博
物
館
の
各
位
、
そ
し

て
種
々
ご
助
言
を
賜
っ
た
三
宅
英
利
氏
、
川
本
英
紀
氏
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。


